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岡崎市役所

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地（地図・アクセス） ｜ 代表電話番号 0564-23-6000 ｜ FAX番号 0564-23-6262

開庁時間　月曜日～金曜日　8時30分～17時15分（祝日、12月29日～1月3日を除く）

※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

≫ 連絡先一覧

≫ 施設一覧

ポスト

最終更新日令和8年3月10日 ｜ ページID 045460

令和8年4月1日から少年自然の家の休業日を変更します。

　少年自然の家の休業日を以下のとおり変更します。

　御理解と御協力をお願いします。

1　変更後の休業日

　　日曜日（現行：月曜日）

2　変更の趣旨

　　近年の気候変動による気温の上昇に伴い、少年自然の家において実施している市内小中学校による山の学習の活動日程の確保に支障が生じています。月曜日を活動可能日とすることで

山の学習の日程に余裕をつくることができ、子どもたちにより充実した自然体験を提供することが可能となります。

 

 

お問い合わせ先

担当部署：教育委員会学校指導課

電話番号：0564-23-6475
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